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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともアルカリ剤としてアンモニア水および炭酸水素アンモニウムの少なくとも一
種を含み、毛髪を酸化染毛または脱色する際に用いる２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤に
おいて、
　（ａ）Ｎ－ステアロイルアミノ酸塩、および（ｂ）ノニオン性界面活性剤を含有すると
共に、
　前記（ａ）Ｎ－ステアロイルアミノ酸塩の含有量が、２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤
全体に占める割合で０．１質量％以上であることを特徴とする２剤式酸化染毛・脱色剤用
第１剤
（但し、下記組成の一剤を除く；
セトステアリルアルコール：３％、
ステアリルアルコール：３％、
パラフィンワックス１１５°Ｆ：３．１％、
イソステアリン酸イソプロピル：２％、
Ｎ－ヤシ油脂肪酸アシルグルタミン酸トリエタノールアミン：９％、
ステアリン酸グリセリル：２．２％、
ＰＯＥ（４０）セチルエーテル：１．７％、
ジプロピレングリコール：１．３％、
アンモニア水（２８％）：８．６％、
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ヒドロキシエタンジホスホン酸（６０％）：０．３％、
精製水：残量
合計：１００％）。
【請求項２】
　前記（ａ）Ｎ－ステアロイルアミノ酸塩の含有量が、２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤
全体に占める割合で５質量％以下である請求項１に記載の２剤式酸化染毛・脱色剤用第１
剤。
【請求項３】
　前記（ａ）Ｎ－ステアロイルアミノ酸塩が、Ｎ－ステアロイル－Ｌ－グルタミン酸ナト
リウム、Ｎ－ステアロイル－Ｌ－アスパラギン酸ナトリウム、Ｎ－ステアロイル－Ｌ－サ
ルコシンナトリウムよりなる群から選ばれる１種以上である請求項１または２に記載の２
剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤。
【請求項４】
　前記（ｂ）ノニオン性界面活性剤は、ＨＬＢ値が１５以上のものであり、その含有量が
２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤全体に占める割合で１０質量％以下（０質量％を含まな
い）である請求項１～３のいずれかに記載の２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤。
【請求項５】
　更に、（ｃ）ジラウロイルグルタミン酸リシンナトリウムを含有する請求項１～４のい
ずれかに記載の２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤。
【請求項６】
　前記（ｃ）ジラウロイルグルタミン酸リシンナトリウムの含有量が、２剤式酸化染毛・
脱色剤用第１剤全体に占める割合で５質量％以下である請求項５に記載の２剤式酸化染毛
・脱色剤用第１剤。
【請求項７】
　更に、（ｄ）キサンタンガムを含有する請求項１～６のいずれかに記載の２剤式酸化染
毛・脱色剤用第１剤。
【請求項８】
　前記（ｄ）キサンタンガムの含有量が、２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤全体に占める
割合で１質量％以下である請求項７に記載の２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤。
【請求項９】
　更に、（ｅ）ポリアスパラギン酸ナトリウムを含有する請求項１～８のいずれかに記載
の２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、毛髪を酸化染毛や脱色する際に用いる２剤式酸化染毛・脱色剤用の第１剤に
関するものであり、特に施術時におけるアルカリ剤による刺激臭を軽減できると共に効果
的な染毛や脱色を可能とする２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　２剤式酸化染毛剤は、酸化染料やアルカリ剤を主成分として含む第１剤と、過酸化水素
のような酸化剤を含む第２剤とから構成されており、近年、毛髪染毛において最も一般的
に用いられている。こうした２剤式酸化染毛剤は、使用時に第１剤と第２剤を混合して用
いられる。また２剤式酸化脱色剤とは、第１剤に酸化染料が配合されていないもののこと
であり、２剤式酸化染毛剤と同様に汎用されている。以下では、２剤式の酸化染毛剤と酸
化脱色剤で用いる第１剤を合わせて、「２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤」（以下、単に
「第１剤」と呼ぶことがある）と呼んでいる。
【０００３】
　２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤に用いられるアルカリ剤には、一般的にアンモニアや
アルカノールアミン、炭酸塩（例えば炭酸水素アンモニウム）等が挙げられる。その中で
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も、アンモニアは分子量が小さいため、アルカノールアミンと比較して少ない配合量で毛
髪中のメラニンを効率よく分解でき、処理後の毛髪のダメージも軽減できる利点を有する
。
【０００４】
　近年では、アンモニアや炭酸水素アンモニウム等のアルカリ剤を処方中に配合した酸化
染毛・脱色剤が多く開発されている。しかしながら、一定量以上のアンモニアや炭酸水素
アンモニウムを系内に配合した場合には、刺激臭が発生するという問題がある。
【０００５】
　これまでにも刺激臭の低減を目的とした様々な技術が提案されている。例えば特許文献
１では、アンモニアの代わりに刺激臭の少ないアルカノールアミンや無機アルカリを使用
する方法が提案されている。また特許文献２では、イソパラフィンと非イオン性界面活性
剤と高分子化合物を配合することにより、刺激臭を低減している。
【０００６】
　また、調製したクリームの粒子に液晶構造を形成させ、液晶構造内にアンモニア分子を
閉じ込めることで、アンモニア臭の低減を可能にする技術も提案されている（例えば、特
許文献３、４）。こうした技術は、近年では多くのヘアカラー製剤に汎用されている。し
かしながら、こうした技術を用いても、一定以上のアンモニアや炭酸水素アンモニウムを
アルカリ剤として含む場合には、これらの成分に基づく刺激臭の低減は十分なものではな
い。
【０００７】
　一方、２剤式の酸化染毛・脱色剤用第１剤として、Ｎ－アシルアミノ酸塩とジアリルジ
メチル４級アンモニウム共重合物等を含有する泡状染毛剤が提案されているが、刺激臭の
低減を目的とした２剤式染毛剤特有の課題や効果については、記載も示唆もされていない
（特許文献５）。他方、ジラウロイルグルタミン酸リシンナトリウムについては、無機顔
料等を応用した染毛剤が提案されているが、２剤式染毛剤としての記載も示唆もされてい
ない（特許文献６）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－１８９７１７号公報
【特許文献２】特開２００３－２２１３１９号公報
【特許文献３】特開２００４－１８９６３８号公報
【特許文献４】特開２００３－０４０７５０号公報
【特許文献５】特開２０１２－０７２１２８号公報
【特許文献６】特開２０１２－１４４５８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明はこうした状況の下でなされたものであり、その目的は、施術時におけるアルカ
リ剤による刺激臭を軽減できると共に効果的な染毛と脱色を可能とする２剤式酸化染毛・
脱色剤用第１剤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成することができた本発明の２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤とは、少な
くともアルカリ剤を含み、毛髪を酸化染毛または脱色する際に用いる２剤式酸化染毛・脱
色剤用第１剤において、（ａ）Ｎ－ステアロイルアミノ酸塩、および（ｂ）ノニオン性界
面活性剤を含有する点に要旨を有するものである。
【００１１】
　本発明の２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤においては、前記（ａ）Ｎ－ステアロイルア
ミノ酸塩の含有量は、２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤全体に占める割合で５質量％以下
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（０質量％を含まない）であることが好ましい。
【００１２】
　前記（ａ）Ｎ－ステアロイルアミノ酸塩は、Ｎ－ステアロイル－Ｌ－グルタミン酸ナト
リウム、Ｎ－ステアロイル－Ｌ－アスパラギン酸ナトリウム、Ｎ－ステアロイル－Ｌ－サ
ルコシンナトリウムよりなる群から選ばれる１種以上が、好ましいものとして挙げられる
。
【００１３】
　前記（ｂ）ノニオン性界面活性剤は、ＨＬＢ値が１５以上のものであり、含有量が２剤
式酸化染毛・脱色剤用第１剤全体に占める割合で１０質量％以下（０質量％を含まない）
であることが好ましい。
【００１４】
　本発明の２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤においては、必要によって、更に（ｃ）ジラ
ウロイルグルタミン酸リシンナトリウムを含有することもでき、このことによってアルカ
リ剤による刺激臭の軽減や、効果的な染毛と脱色が更に良好なものとなる。（ｃ）ジラウ
ロイルグルタミン酸リシンナトリウムを含有するときの含有量は２剤式酸化染毛・脱色剤
用第１剤全体に占める割合で５質量％以下であることが好ましい。
【００１５】
　本発明の２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤においては、必要によって、更に（ｄ）キサ
ンタンガムを含有することもでき、このことによって第１剤の混合性や塗布性等の操作性
が向上したものとなる。（ｄ）キサンタンガムの含有量は、２剤式酸化染毛・脱色剤用第
１剤全体に占める割合で１質量％以下であることが好ましい。
【００１６】
　本発明の２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤においては、必要によって、更に（ｅ）ポリ
アスパラギン酸ナトリウムを含有することもでき、このことによって染毛後の毛髪の保水
性が向上し、コンディション（滑りや指通り等）が良好なものとなる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、少なくともアルカリ剤を含み、Ｎ－ステアロイルアミノ酸塩、および
ノニオン性界面活性剤を含有させることによって、施術時の刺激臭を抑制することができ
、これまでの酸化染毛・脱色剤よりも低濃度のアルカリ剤の配合量で毛髪への薬剤の浸透
を促進し、効果的な染毛と脱色が可能となる２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤が実現でき
る。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明者らは、上記目的に適う２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤を実現すべく、様々な
角度から検討した。その結果、（ａ）Ｎ－ステアロイルアミノ酸塩、および（ｂ）ノニオ
ン性界面活性剤を含有させたものでは、上記目的が見事に達成されることを見出し、本発
明を完成した。
【００１９】
　本発明の２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤は、少なくとも上記成分（ａ）および（ｂ）
を組合せて含有させたものであるが、各成分による作用について説明する。
【００２０】
　Ｎ－ステアロイルアミノ酸塩［上記成分（ａ）］は、アルカリ剤による刺激臭を軽減で
きると共に、アルカリ剤や染料等を毛髪内部に効率良く浸透させる上で必要な成分である
。こうした効果は、その含有量が増加するにつれて増大するが、より有効に発揮させるた
めには、０．１質量％以上（２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤全体に占める割合）含有さ
せることが好ましい。より好ましくは０．３質量％以上である。しかしながら、その含有
量が過剰になると、刺激臭の抑制効果、染色性、操作性が悪くなるので、５質量％以下と
することが好ましい。より好ましくは４質量％以下である。
【００２１】



(5) JP 6367548 B2 2018.8.1

10

20

30

40

50

　Ｎ－ステアロイルアミノ酸塩のアミノ酸残基としては、グルタミン酸、アスパラギン酸
、グリシン、βアラニン等が挙げられる。またこれらの塩としては、ナトリウム、カリウ
ム、リチウム、エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン等の各塩
が挙げられる。ここでＮ－ステアロイルアミノ酸塩の具体例としては、Ｎ－ステアロイル
－Ｌ－グルタミン酸ナトリウム、Ｎ－ステアロイル－Ｌ－アスパラギン酸ナトリウム、Ｎ
－ステアロイル－Ｌ－サルコシンナトリウム、Ｎ－ステアロイル－Ｎ－メチル－βアラニ
ンナトリウム等を挙げることができ、これらの１種以上を用いることができる。
【００２２】
　一方、ノニオン性界面活性剤［上記成分（ｂ）］は、上記成分（ａ）と同様に、アルカ
リ剤による刺激臭を抑えると共に、アルカリ剤や染料などを毛髪内部に効率良く浸透させ
る上で必要な成分である。こうした効果は、その含有量が増加するにつれて増大するが、
より有効に発揮させるためには、０．５質量％以上（２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤全
体に占める割合）含有させることが好ましい。より好ましくは１質量％以上である。しか
しながら、ノニオン性界面活性剤の含有量が過剰になると刺激臭の抑制効果が悪くなり、
第２剤との混合性も悪くなるので、１０質量％以下とすることが好ましい。より好ましく
は８質量％以下である。
【００２３】
　本発明で用いるノニオン性界面活性剤は、ＨＬＢ値（親水－親油バランス値）が１５以
上のものを採用することが好ましい。このＨＬＢ値は、ノニオン性界面活性剤の親水性と
親油性のバランスの尺度を数字で表したものであり（ＨＬＢ：Ｈｙｄｒｏｐｈｉｌｅ－Ｌ
ｉｐｏｐｈｉｌｅ　Ｂａｌａｎｃｅの略称）その値は１～２０の数値で示し、数値の大き
いものほど親水性が大きく、小さいものほど親油性が高い。一般的にはＨＬＢ値が５以下
のものを親油性ノニオン性界面活性剤、ＨＬＢ値が１５以上のものを親水性ノニオン性界
面活性剤と呼ぶことがある。ＨＬＢの値は公知のＧｒｉｆｆｉｎの式から算出することが
できる（例えば、「香粧品科学」　朝倉書店２００１年９月２０日発行　第５５頁）。
【００２４】
　上記ＨＬＢ値が１５以上のノニオン性界面活性剤としては、酸化エチレン鎖（以下、「
ＰＯＥ」と略記する場合がある）の付加モル数が２０モル以上のポリオキシエチレンセチ
ルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンベヘニルエー
テル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルドデシルエー
テル等を挙げることができ、その中から１種または２種以上を用いることができる。
【００２５】
　上記のような成分（ａ）および（ｂ）を組合せて配合することにより、アルカリ剤（特
にアンモニアや炭酸水素アンモニウム）による刺激臭を軽減できると共に、アルカリ剤や
染料等を毛髪内部に効率良く浸透させることができる。こうした効果が発揮される理由に
ついては、その全てを解明し得た訳ではないが、おそらく次のように考えることができた
。即ち、（ａ）Ｎ－ステアロイルアミノ酸塩、および（ｂ）ノニオン性界面活性剤を配合
した組成物は、安定な会合体を形成し、系内にアルカリ剤や染料等を保持すると考えられ
る。そのため、空気中に刺激臭を放出せずに、毛髪へ塗布した際にアルカリ剤や染料等を
効率よく毛髪中に浸透させることができるため、効果的な染色・脱色が可能になると推定
される。
【００２６】
　本発明の２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤は、上記成分（ａ）および（ｂ）を基本的に
含むものであるが、必要によって、（ｃ）ジラウロイルグルタミン酸リシンナトリウムを
含有させることも好ましい。（ｃ）ジラウロイルグルタミン酸リシンナトリウムを含有さ
せることによって、アルカリ剤による刺激臭を更に軽減できると共に、アルカリ剤や染料
等を毛髪内部に効率良く浸透させることができる。
【００２７】
　ジラウロイルグルタミン酸リシンナトリウムは、Ｎ－ラウロイル－Ｌ－グルタミン酸と
Ｌ－リジンとの縮合物のナトリウム塩のことであり、ジェミニ型のアニオン性界面活性剤
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である。単一分子中に二つのラウロイル基を有する（ジェミニ型）ため、一鎖型のＮ－ラ
ウロイル－Ｌ－グルタミン酸ナトリウムなどの界面活性剤と比較すると、低濃度でもミセ
ル形成を可能とする、高い界面活性能を有する化合物である。
【００２８】
　上記のような（ｃ）ジラウロイルグルタミン酸リシンナトリウムを含有するときの含有
量は、２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤全体に占める割合で５質量％以下（０質量％を含
まない）であることが好ましい。この含有量が５質量％を超えると、刺激臭の低減効果、
染色性および操作性が却って悪くなる。またこうした効果を有効に発揮させるためには、
０．５質量％以上（２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤全体に占める割合）含有させること
が好ましい。より好ましくは１質量％以上である。
【００２９】
　本発明の２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤には、必要によって、（ｄ）キサンタンガム
を含有させることも有効である。（ｄ）キサンタンガムは、天然多糖類の一種であり、多
くの天然多糖類の中でも耐塩性、高温安定性、耐アルカリ性等の様々な条件下において安
定性に優れた特徴を有する。
【００３０】
　（ｄ）キサンタンガムは、キサントモナス属菌を用いてデンプン、グルコース、ショ糖
等の炭水化物を醗酵させて得られた多糖類であり、醗酵後に遠心分離、ろ過などによって
精製されたものを用いても良く、酵素処理によって精製されたものを用いても良い。また
加熱、有機溶媒による処理を施したものを用いても良い。
【００３１】
　（ｄ）キサンタンガムは、水相においてゲルネットワークを形成し、アルカリ剤の刺激
臭を軽減すると共に、製剤に適度な粘りを付与することができ、操作性を向上させる上で
有効な成分である。こうした効果は、その含有量が増加するにつれて増大するが、より有
効に発揮させるためには、０．０１質量％以上（２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤全体に
占める割合）含有することが好ましい。より好ましくは０．０５質量％以上である。しか
しながら、キサンタンガムの含有量が過剰になると粘りが出過ぎてしまい、操作性が悪く
なるので、１質量％以下とすることが好ましい。より好ましくは０．８質量％以下である
。
【００３２】
　本発明の２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤には、必要によって、（ｅ）ポリアスパラギ
ン酸ナトリウムを含有させることも好ましい。（ｅ）ポリアスパラギン酸ナトリウムを配
合した第１剤を用いて施術した毛髪は、毛髪の指通りが良好になる。こうした効果を発揮
させるためには０．０１質量％以上（２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤全体に占める割合
）となるように含有させることが好ましい。より好ましくは０．１質量％以上である。し
かしながら、（ｅ）ポリアスパラギン酸ナトリウムの含有量が過剰になると、毛髪上にポ
リアスパラギン酸ナトリウムが過剰に付着し指通りが却って悪化するため、１０質量％以
下とすることが好ましい。より好ましくは８質量％以下である。
【００３３】
　本発明の２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤で含有させるアルカリ剤については、代表的
なものとしてアンモニアや炭酸水素アンモニウム等を挙げることができ、少なくともこれ
らを含むときに本発明の効果が有効に発揮される。しかしながら、本発明の２剤式酸化染
毛・脱色剤用第１剤で含有させるアルカリ剤については、アンモニアや炭酸水素アンモニ
ウムに限らず、モノエタノールアミン、トリエタノールアミン、２－アミノ－２－メチル
－１－プロパノール等のアルカノールアミンや水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸
ナトリウム、炭酸カリウム等の無機アルカリやアルギニン、リジン等の塩基性アミノ酸ま
たはその塩類も併用できる。
【００３４】
　本発明の２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤は、酸化染毛剤および脱色剤の両方を含む趣
旨であるが、酸化染毛剤として用いるときに配合される酸化染料としては、例えば、パラ
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フェニレンジアミン、トルエン－２，５－ジアミン、パラアミノフェノール、等を挙げる
ことができる。酸化染毛剤として用いるときには、必要によって、カップラーを配合する
こともできる。こうしたカップラーとしては、例えば、α－ナフトール、レゾルシン、メ
タアミノフェノール、２，４－ジアミノフェノキシエタノール、パラアミノオルトクレゾ
ール、５－（２－ヒドロキシエチルアミノ）－２－メチルフェノール、等を挙げることが
できる。また上記物質の他、「医薬部外品原料規格２００６」（薬事日報社）に記載され
たものを適宜用いることができる。さらに酸性染料、塩基性染料、ＨＣ染料等を配合する
こともできる。
【００３５】
　本発明の２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤は、通常含まれているような添加剤を含むも
のであっても良い。こうした添加剤としては、例えば保湿剤、油（脂）剤、シリコーン類
、カチオン化ポリマー、ゲル化剤、キレート剤、酸化防止剤、ｐＨ調整剤、安定化剤、溶
剤、消炎剤、香料、色素等を通常程度配合することができる。
【００３６】
　本発明の２剤式酸化染毛・脱色剤用第１剤の剤型は、セタノール、セトステアリルアル
コール、ステアリルアルコール等の油（脂）剤である高級アルコールを含有したクリーム
剤型が最良であるが、ジェル状剤型や液状の剤型で用いることもできる。
【００３７】
　次に、実施例によって本発明をより具体的に示すが、下記実施例は本発明を制限するも
のではなく、前・後記の趣旨を逸脱しない範囲で変更実施することは、全て本発明の技術
的範囲に包含される。
【実施例】
【００３８】
　下記表１に示す各種配合割合で各種原料を配合して、２剤式酸化染毛・脱色剤用第２剤
（以下、単に「第２剤」と呼ぶ）を調製した。以下の実施例では、全て表１に示す第２剤
を使用した。尚、表１において「ＰＯＥセチルエーテル」と表記したものは、ポリオキシ
エチレンセチルエーテルを意味する。また、「ＰＯＥセチルエーテル」の後ろの（　）内
の数値は酸化エチレンのｍｏｌ数を表している（後記表２～８についても同様）。
【００３９】
【表１】

【００４０】
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　（実施例１）
　下記表２～７に示す各種配合割合で各種原料を配合して、２剤式酸化染毛・脱色剤用第
１剤を調製した。この第１剤と表１に示した第２剤を用いて、下記の方法によって各項目
について評価した。その結果を、下記表２～７に併記する。
【００４１】
　（刺激臭の評価方法）
　下記表２～７に成分組成を示した各種第１剤と、表１に示した第２剤を、１：１（質量
比）となるように混合し、その混合物の臭気について専門のパネラー（２０名）が官能試
験を行い、その合計値を求め下記の基準により評価した。
【００４２】
　（刺激臭の評価基準）
　３点：刺激臭が認められない
　２点：刺激臭が認められるが、ほとんど感じない
　１点：刺激臭が認められる
　（合計値の基準）
　◎：５０点以上６０点以下
　○：４０点以上５０点未満
　△：３０点以上４０点未満
　×：３０点未満
【００４３】
　（染色の評価方法Ｉ）
　下記表２～７に成分組成を示した第１剤と、表１に示した第２剤を、１：１（質量比）
となるように混合したものを、化学的処理（酸化染毛・脱色処理等）を受けていない人由
来の毛髪の毛束（１０ｃｍ、１．０ｇ、１００％白髪毛)に塗布し、３５℃、３０分間放
置した。次いで、水洗、ラウリル硫酸トリエタノールアミン１０％水溶液で洗浄した後風
乾させた。この段階で、専門のパネラー（１０名）により毛束の染色の程度を目視にて観
察し、その合計値を求め下記の基準によって評価した。毛束が染まる度合いによって、う
すい茶色から濃い茶色に変化する。
【００４４】
　（染色の評価基準Ｉ）
　３点：優れた染色性（濃く染まる）
　２点：良い染色性（若干染まりがうすい）
　１点：悪い染色性（染まりがうすい）
　（合計値の基準）
　◎：２５点以上３０点以下
　○：２０点以上２５点未満
　△：１５点以上２０点未満
　×：１５点未満
【００４５】
　（染色の評価方法II）
　下記表２～７に成分組成を示した第１剤と、表１に示した第２剤を、１：１（質量比）
となるように混合したものを、化学的処理（酸化染毛・脱色処理等）を受けていない人由
来の毛髪の毛束(１０ｃｍ、１．０ｇ、１００％白髪毛)に塗布し、３５℃、３０分間放置
した。次いで、水洗、ラウリル硫酸トリエタノールアミン１０％水溶液で洗浄した後風乾
させた。
【００４６】
　上記処理を行った毛束のＬ＊、ａ＊、ｂ＊を色差計（日本電色工業株式会社製、「Ｓｐ
ｅｃｔｒｏ　ｃｏｌｏｒ　Ｍｅｔｅｒ　ＳＥ２０００」）にて測定し、Ｌ＊値を比較する
ことにより酸化染毛剤（茶色）の染色の度合いを下記の基準によって評価した。Ｌ＊値が
小さいほど染色性が高く濃い色であることを示す。
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　◎：Ｌ＊値　２４．００未満
　○：Ｌ＊値　２４．００以上、２４．５０未満
　△：Ｌ＊値　２４．５０以上、２５．００未満
　×：Ｌ＊値　２５．００以上
【００４８】
　（操作性の評価方法）
　下記表７に成分組成を示した第１剤と、表１に示した第２剤を１：１（質量比）で混合
し、その混合物を毛髪に塗布する際の毛髪への塗布性について専門のパネラー（１０名）
が官能試験を行い、その合計値を求め下記の基準により評価した。
【００４９】
　（操作性の評価基準）
　３点：優れた塗布性（塗布しやすい）
　２点：適度な塗布性（適度に塗布しやすい）
　１点：悪い塗布性（塗布しにくい）
　（合計値の基準）
　◎：２５点以上３０点以下
　○：２０点以上２５点未満
　△：１５点以上２０点未満
　×：１５点未満
【００５０】



(10) JP 6367548 B2 2018.8.1

10

20

30

40

【表２】

【００５１】
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【表３】

【００５２】
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【表４】

【００５３】
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【表５】

【００５４】
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【表６】

【００５５】
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【表７】

【００５６】
　表２の処方例１～４は、成分（ａ)～（ｃ）の配合の有無や配合量、またはその他の成
分に置き換えた場合の機能性について夫々評価したものである。
【００５７】
　表２の処方例１～３は、成分（ａ)、（ｂ）の配合有無に関して評価した結果である。
これより成分（ａ)、（ｂ）を配合した場合（処方例３）にのみ刺激臭の低減効果や染色
性が良好なものとなった。これは、（ａ）Ｎ－ステアロイルアミノ酸塩および（ｂ）ノニ
オン性界面活性剤を配合することによって、ヘアカラーのようなアルカリ剤や染料などの
塩類を多く含む環境下においても安定な会合体を形成できるためであると考える。
【００５８】
　また、（ｃ）ジラウロイルグルタミン酸リシンナトリウムを配合した場合（処方例４）
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、刺激臭の低減効果や染色性が若干ではあるものの更に良好な結果となることが分かった
。これは、ジラウロイルグルタミン酸リシンナトリウムを添加することで、浸透性を向上
できるだけでなく、上述した会合体をより安定化できるためと考える。
【００５９】
　表３の処方例５～１３は、成分（ａ）について、その他のイオン性（両性）界面活性剤
を組み合わせた場合における性能について評価した結果である。種々のイオン性（両性）
界面活性剤の中でＮ－ステアロイル基を有するアミノ酸ナトリウム塩を用いたもの（処方
例５、６）において、刺激性、染色性Ｉ、染色性II、の各評価とも良好な結果が認められ
た。また、同じアミノ酸塩でもその付加しているアルキル基が異なるＮ－ラウロイル－Ｌ
－アスパラギン酸ナトリウム（処方例７）やＮ－ヤシ油脂肪酸アシル－Ｌ－グルタミン酸
ナトリウム（処方例８）を用いた場合は刺激性、染色性Ｉ、染色性II、の評価が悪くなり
、一般的に用いられるアニオン性界面活性剤（処方例９、１０）、両性界面活性剤（処方
例１１、１２）やカチオン性界面活性剤（処方例１３）でも同様に評価結果が悪くなった
。このことは、成分（ａ）が分子中にアミノ酸塩とＮ－ステアロイル基を有していること
が安定な会合体を形成するために重要な因子になっていることが分かった。
【００６０】
　表４、５の処方例３および処方例１４～２７は、成分（ｂ）についてＨＬＢの異なるノ
ニオン性界面活性剤を組み合わせた場合について評価したものである。ノニオン性界面活
性剤の中でもＨＬＢが１５以上の親水性ノニオン性界面活性剤を用いたもの（処方例３、
１５、１６、１８）の方が、ＨＬＢが５以下の親油性ノニオン性界面活性剤を用いたもの
（処方例１９～２２）に比較して、良好な評価結果が認められた。これに関しても、Ｎ－
ステアロイル－Ｌ－アミノ酸塩との組み合わせにおいて親油性ノニオン性界面活性剤より
も親水性界面活性剤の方が良い会合体を形成するためと考える。
【００６１】
　また、親水性ノニオン性界面活性剤を２種類組み合わせた場合（処方例２３、２５～２
７）および親油性ノニオン性界面活性剤と親水性ノニオン性界面活性剤とを組み合わせ場
合（処方例２４）においても、ＨＬＢ値が１５以上のノニオン性界面活性剤が配合される
ことにより良好な評価結果を示した（表５）。
【００６２】
　表６の処方例３および処方例２８～３３は、成分（ａ)および（ｂ）の配合量が性能に
及ぼす影響について評価した結果である。これより、（ａ)Ｎ－ステアロイル－Ｌ－グル
タミン酸ナトリウムは、０．３質量％程度配合すると最も効果的であることが分かった（
処方例２９）。また、５質量％以上になると若干性能が劣る結果となった（処方例３０）
。（ｂ）ＰＯＥセチルエーテルは１質量％程度が最も良好な結果を示すが（処方例３２）
、１０質量％配合すると性能が悪くなる傾向を示した（処方例３３）。
【００６３】
　表７の処方例３４～３６は、成分（ａ)および（ｂ)に加えて（ｄ)キサンタンガムとそ
の他の種類の増粘剤を配合した場合の性能について評価したものである。この結果から、
（ｄ）キサンタンガムをこの系に配合した場合、最も優れた操作性が得られることが分か
った。これは、この処方系で最も機能を発揮できるためと考える。
【００６４】
　表７の処方例３７～３９は、（ｄ）キサンタンガムの配合量が性能に及ぼす影響につい
て検討したものである。これより、（ｄ）キサンタンガムを０．０５質量％以上配合する
ことによって良い結果が得られ（処方例３８）、１質量％配合すると逆に性能が劣るもの
となった（処方例３９）。
【００６５】
　（実施例２）
　酸化染毛・脱色剤用第１剤における染毛後の毛髪に与えるダメージと感触付与に関して
、「染毛後の損傷度合（毛髪の破断強度）」、「染毛後の滑り（毛髪の摩擦係数）」、「
染毛後の保湿感（毛髪水分率）」を測定することで評価した。
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【００６６】
　下記表８に示す配合割合で各種原料を配合して、酸化染毛剤用第１剤を調整した。この
第１剤と、表１に示した第２剤を用いて、下記の方法によって各項目について評価した。
その結果を、下記表８に併記する。
【００６７】
　（染毛後の損傷度合（毛髪の破断強度）の評価方法）
　下記表８に示した各種第１剤と、前記表１に示した第２剤を、１：１（質量比）となる
ように混合したものを、化学的処理（酸化染毛・脱色処理等）を受けていないヒト由来の
毛髪の毛束（１５ｃｍ、０．２ｇ）に０．２ｇ塗布した。その後３５℃にて３０分間放置
し、ラウリル硫酸トリエタノールアミン１０％水溶液で洗浄した。この一連の操作を５回
行い、得られた処理毛髪から各試料毛髪を任意に選び、「毛髪直径計測システム」（カト
ーテック株式会社製）により毛髪の直径［長径（ｍｍ）および短径（ｍｍ）］を計測し、
毛髪の横断面（ｍｍ2）を下記（１）式より求めた。次に卓上材料試験機［テンシロンＳ
ＴＡ－１１５０］（株式会社オリエンテック製）を用いて、上記試料毛髪の水中における
引張り破断値（ｃＮ）の測定を行った。その後横断面（ｍｍ2）当たりの引張り破断値（
ｃＮ）を算出することによって、破断強度（ｃＮ／ｍｍ2）を求めた(ｎ＝１０）。このと
きの評価基準は下記の通りである。
　横断面(ｍｍ2）＝(π／４）×長径（ｍｍ）×短径（ｍｍ）　　　　…(１）
【００６８】
　（毛髪損傷度合いの評価基準）
　◎：毛髪の破断強度が１．７０×１０4ｃＮ／ｍｍ2以上
　○：毛髪の破断強度が１．６５×１０4ｃＮ／ｍｍ2以上、１．７０×１０4ｃＮ／ｍｍ2

未満
　△：毛髪の破断強度が１．６０×１０4ｃＮ／ｍｍ2以上、１．６５×１０4ｃＮ／ｍｍ2

未満
　×：毛髪の破断強度が１．６０×１０4ｃＮ／ｍｍ2未満
【００６９】
　（染毛後の滑り（毛髪の摩擦係数）の評価方法）
　「染毛後の滑り」は、染毛後の毛髪の摩擦係数を測定することで評価した。摩擦係数は
、化学的処理を受けていない毛髪（１０ｃｍ、１ｇ）に破断強度測定で行った染毛処理を
２回施し、その後ラウリル硫酸トリエタノールアミン１０％水溶液を用いて洗浄後、湿時
における処理毛髪の摩擦係数μを測定した。尚測定に用いた諸条件を下記に記載する。
　（１）初期値設定：初期値の測定は同特性の毛束を選択するために行った。
　（２）毛髪の調湿：測定用毛束を２０℃、湿度６０％で２４時間以上調湿した。
　（３）測定機器：測定には、摩擦感テスター「ＫＥＳ－ＳＥ」（カトーテック株式会社
製）を用いた。
　（４）測定は、測定感度：Ｈ、摩擦静荷重：５０ｇｆ、センサー：シリコンタイプの条
件にて行った。走査は、順方向（根元からの毛束）にて行った。ＭＩＵ値に係数０．１を
掛け、摩擦係数（μ）を測定した。
【００７０】
　（染毛後の滑りの評価基準）
　◎：摩擦係数μが０．５０未満
　○：摩擦係数μが０．５０以上、０．６０未満
　△：摩擦係数μが０．６０以上、０．７０未満
　×：摩擦係数μが０．７０以上
【００７１】
　（染毛後の保湿感（毛髪水分率）の評価方法）
　染毛後の保湿感は、染毛後の毛髪水分率を測定することで評価した。毛髪水分率測定は
、下記表８に成分組成を示した第１剤と、前記表１に示した第２剤を、１：１（質量比）
となるように混合したものを、化学的処理を受けていない未処理毛で２０ｃｍ、０．２５
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ｇの毛束に塗布した。その後、３５℃にて３０分間静置し、ラウリル硫酸トリエタノール
アミン１０％水溶液で洗浄した後風乾させた。この操作を５回繰り返し、２０℃、湿度６
０％で２４時間静置し調湿した毛髪を水分率測定毛髪とした。
【００７２】
　（毛髪水分率測定）
　毛髪水分率の計測には、カールフィッシャー水分測定装置（ダイアンインスツルメント
製）を用いた。上記の測定毛髪を、カールフィッシャー水分測定装置の付属品である水分
気化装置を用いて２００℃で１０分間加温し、毛髪内水分を蒸散させた。その後電量滴定
法により蒸散した水分の定量を行い下記の式から毛髪水分率を算出した。
　水分率（％）＝水分量（ｍｇ）／毛髪質量（ｍｇ）×１００
　但し、毛髪質量：投入前質量－投入後質量
【００７３】
　（毛髪の保湿感の評価基準）
　◎：毛髪水分率が１４．０％以上
　○：毛髪水分率が１３．５％以上、１４．０％未満
　△：毛髪水分率が１３．０％以上、１３．５％未満
　×：毛髪水分率が１３．０％未満
【００７４】
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【表８】

【００７５】
　表８の処方例３４および処方例４０～４２から明らかなように、成分（ａ)、（ｂ）お
よび（ｄ）を配合したもの（処方例３４、４０）は、配合していないもの（処方例４１）
や、カチオン性高分子を配合したもの（処方例４２）よりも、染毛後の毛髪強度低下を抑
制でき、水分量も良好な結果となった。これは、成分（ａ）のＮ－ステアロイル－Ｌ－グ
ルタミン酸ナトリウムが界面活性剤としての働くだけではなく、アミノ酸由来のコンディ
ショニング成分としても作用するためと考える。また（ｅ）ポリアスパラギン酸ナトリウ
ムを配合するとより摩擦係数が低下し、滑りが向上することが分かった。これは、ポリア
スパラギン酸ナトリウムが染毛後の毛髪表面に被膜を形成したためであると考えられた。
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